
〇「令和 7 年度「全国労働衛生週間」を 10 月に実施」

【 厚生労働省ホームページ：ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2025 年 7 月 >
> 令和７年度「全国労働衛生週間」を 10 月に実施】

スローガン：「ワーク･ライフ･バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場」

厚生労働省は、10 月 1 日(水)から 7 日(火)まで、令和 7 年度「全国労働衛生週間」を実施
します。

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の
意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭

和 25 年から毎年実施しており、今年で 76 回目になります。

準備期間： 9 月 1 日から 30 日まで

本週間 ：10 月 1 日から 7 日まで

☞ 令和 7 年度全国労働衛生週間実施要綱

（2025.7.31）
【厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課】

〇「四日市労働基準監督署からのお知らせ」
～売上を伸ばし、従業員を守るために  「ここから始める価格交渉」～

【 ここから始める価格交渉 - 中小企業庁】

会社の収益改善、従業員の雇用や賃上げのために、販売価格を適正に見直すことは有効

な手段の 1 つです。

皆様が適正な価格の見直し・価格転嫁のための交渉を円滑に行うことができるよう、ツ

ール・情報をまとめた資料を中小企業庁が作成しておりますので、ご活用ください。

【四日市労働基準監督署】

（2025.7.24）

〇「いわゆる「スポットワーク」の留意事項等」

【 厚生労働省ホームページ：ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2025 年 7 月 >
> いわゆる「スポットワーク」における留意事項等をとりまとめたリーフレットを作成し、

関係団体にその周知等を要請しました。】

急に人手が欲しいときなどに利用する「スポットワーク」。

最近利用者が急増しています。

「スポットワーク」の労務管理上の注意点をまとめましたので、理解した上で「スポット

ワーク」を利用しましょう。

☞ 使用者向けリーフレット

（2025.7.7）

【厚生労働省 労働基準局 監督課】

〇「令和 7 年版厚生労働白書」が公表されました

【 厚生労働省ホームページ：ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2025 年 7 月 >
> 「令和７年版厚生労働白書」を公表します】

「次世代の主役となる若者の皆さんへ ～変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知る～」

桑名労働基準協会
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厚生労働省は、本日の閣議で「令和 7 年版厚生労働白書」（令和 6 年度厚生労働行政年次
報告）を報告しましたので、公表します。

「厚生労働白書」は、厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝え
ることを目的にとりまとめており、令和 7 年版は、平成 13(2001)年の「厚生労働白書」発刊
から数えて 24 冊目となります。

令和 7 年版厚生労働白書は、今年のテーマについて掘り下げる第 1 部と、厚生労働行政の
施策をまとめた第 2 部の 2 部構成となっています。

その年ごとのテーマを設定している第 1 部では「次世代の主役となる若者の皆さんへ
  ～ 変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知る ～ 」

と題して、社会保障や労働施策の役割と方向性、若者の意識、施策を知る意義、社会保障教
育や労働法教育の取り組みを紹介しています。

☞「白書」  ☞ 概要版  ☞ 本文    ☞ 100 人でみた日本   ☞ 日本の 1 日

（2025.7.30）
【厚生労働省 政策統括官付 政策立案・評価担当参事官室】

〇「長時間労働が疑われる事業場に対する令和６年度の監督指導結果が公表されました」

【 厚生労働省ホームページ：ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2025 年 7 月 >
> 長時間労働が疑われる事業場に対する令和６年度の監督指導結果を公表します】

厚生労働省では、このたび、令和 6 年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監

督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例等と共に公表しました。

この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が 1 か月当たり 80 時間を超えて

いると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行

われた事業場を対象としています。

対象となった 26,512 事業場のうち、11,230 事業場（42.4％）で違法な時間外労働が確認

されたため、是正・改善に向けた指導が行われ、このうち実際に 1 か月当たり 80 時間を超

える時間外・休日労働が認められた事業場は、5,464 事業場（違法な時間外労働があったも

ののうち 48.7％）でした。

☞ 指導結果 ← この内、P6 以降の「事例」を参考になさって下さい

（2025.7.31）

【厚生労働省 労働基準局 監督課 過重労働特別対策室】

〇「公益財団法人 産業雇用安定センター」からのお知らせ 「ジョブ産雇」と
呼んでください！

【 桑名労働基準協会ホームページ】

産業雇用安定センターは、人材有効活用の観点から、失業なき労働移動を目指し、再就

職・出向等を無料でご支援しています。

約 500 人のコンサルタントと全国ネットワークの情報網で、失業期間なしの人材マッチ

ング

産業雇用安定センターは、設立以来約 26 万人の再就職・出向をサポートします。

（2025.7.31）

【公益財団法人 産業雇用安定センター】
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